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高松市監査委員告示第１０号 

 

 包括外部監査結果に基づき，措置を講じた旨の通知があったので，地方自治

法第２５２条の３８第６項の規定により，次のとおり公表します。  

 

  平成１８年５月３１日  

          

               高松市監査委員   北   原   和   夫  

               同               吉   田   正 己  

               同               住 谷 幸 伸  

               同               伏 見 正 範  

 

包括外部監査結果に基づく措置通知について  

 

第１   平成１６年度包括外部監査結果に基づく措置通知  

 １  少子高齢化対策事業に関する財務事務の執行について  

    措置を講じた部課名 健康福祉部こども未来課  

   ア 措置通知日    平成１８年４月２６日  

   イ 改善を要する事項および措置された内容  

      児童手当交付金に係る事業実績報告の事務処理を適正にすべきも

の  

児童手当交付金に係る事業実績報告書の事務処理については，平

成１６年１２月１７日付け高福母第１２６１７号および１２８３８

号により，実績報告の訂正を香川県知事および厚生労働大臣あてに

提出した。また，実績報告書の提出に当たっては，精査，点検の上，

適正に提出している。  

      事業実績報告に添付される高松市一般会計歳入歳出決算書を適正

に作成すべきもの  

事業実績報告書に添付される高松市一般会計歳入歳出決算書につ

いては，平成１６年１２月１７日付け高福母第１２６１７号および
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１２８３８号により，実績報告の訂正と併せて高松市一般会計歳入

歳出決算書を適正に作成し，香川県知事および厚生労働大臣あてに

提出した。  

   ウ 意見を付した事項および措置された内容  

  地域組織活動費補助金に関する実績報告の内容を補助金交付目的

に照らして十分吟味することについて  

  地域組織活動費補助金に関する実績報告については，補助金交付

団体を指導するとともに，関係書類および執行状況の確認，検査を

行い，適正化を図った。  


